
ディーブイエックス贈収賄防止指針 

 

１．公務員等に対する贈賄の禁止 

当社は、国内・海外を問わず、公務員又はこれに準じる立場の者（以下「公務員等」とい

います）に対し、直接又は間接に、金銭その他一切の利益又は便益の供与、申出又は約束を

許さず、これらをいたしません。 

もし、公務員等から不正な利益の供与を要求された場合、当社は毅然とこれを拒絶し、状

況に応じて関係当局に連絡・通報いたします。 

 

【留意点】 

●「公務員等」には、以下の者が含まれます。なお、以下は例示であり、これらに限られま

せん。 

・ 国内外の政府、省庁、地方公共団体等の職員 

（例：議員、軍人、警察官、消防士、税務調査官、税関吏等） 

・ 国内外の政府系企業や政府系法人の役員及び職員 

（例：国営又は半官半民の電気、ガス、鉄道等の公共事業者、国立大学、国立病院等） 

・ 国内外の法令により、公務員と同様の扱いを受ける法人の役職員 

・ 公的な国際機関の役員及び職員 

（例：国際連合（UN）、世界貿易機構（WTO）等） 

・ 政党の役員及び職員 

・ 公職の候補者 

・ 上記を代行して公務を行う者 

（例：政府の指定検査機関、指定試験機関等） 

●「金銭その他一切の利益又は便益」は、名目を問わず受領者にとって利益になるもののこ

とをいい、以下のものが含まれます。なお、以下は例示であり、これらに限られません。 

・ 金銭、金券、ギフト券、未公開株、融資、担保、保証 

・ 贈答、供応、招待（スポーツ観戦や観劇、旅行等) 

・ 寄付、献金、スポンサー費 

・ 謝礼、リベート、販促費、値引き 

・ 本人や親族の就職の機会（公務員等でなくなった時から２年間） 

・ 本人や親族の教育、医療等の機会 

・ その他受領者にとって利益となるもの 

 

２．第三者に対する不正な利益供与の禁止 

当社は、公務員等に該当しない取引先又はその役職員その他第三者に対する接待・贈答・



便益その他の利益の供与は、取引先各国の法令を遵守の上、社会通念上妥当な範囲で実施い

たします。 

そのため、当社は、国内・海外を問わず、当社のための事業又は事業上の便宜の獲得又は

維持を目的に、第三者に不正な職務行為を行わせることの対価として、当該第三者に対し、

直接又は間接に、金銭その他一切の利益又は便益の供与、申出又は約束を許さず、これらを

いたしません。 

もし、第三者から不正な利益の供与を要求された場合は、上記に類する行為を要求された

場合を含め、当社は毅然とこれを拒絶し、状況に応じて関係当局に連絡・通報いたします。 

 

３．不正な利益受領の禁止 

当社は、国内・海外を問わず、当社に関係する事業を行うにあたり、第三者のためにする

不正な職務行為に関して、当該第三者に対し、直接又は間接に、金銭その他一切の利益又は

便益の要求、受領又は受領の約束を許さず、これらをいたしません。 

 

４．調査への協力 

当社は、贈収賄等のコンプライアンス違反を早期に発見、是正するため、内部通報制度を

導入しております。 

もし、当社又は関係当局による調査が実施されることになりましたら、当社とお取引のあ

る企業・団体・個人におかれましては、コンプライアンス状況を確認することができる情報、

資料等を当社にご提供いただくなど全面的に調査へご協力くださいますようお願い申し上

げます。 

また、当社とお取引のある企業・団体・個人におかれましては、贈収賄や会計不正に関し

て疑問や不明点のある場合、自らの行動に自信の持てない場合、又は自らがこれらの行為に

巻き込まれた若しくは巻き込まれそうになった場合等は、速やかに各社のコンプライアン

ス担当部門又は担当者に報告及び相談するようお願い申し上げます。 

当社といたしましても、当社に関連する取引についてコンプライアンス違反の疑いが生

じた場合、第三者又は関係当局による調査に全面的に協力いたします。 

 

以 上 


